
議案第２号 

   宿日直手当に関する規則の一部改正について 

 

  令和６年３月８日提出  岩手県人事委員会 委員長  渡辺 正和 

 

第１ 趣旨 

   社会福祉施設等における入所者の生活介助等のために当直勤務を行う職

員の宿日直手当について、所要の改正をしようとするものである。 

 

第２ 規則案の内容 

   福祉総合相談センター及び児童相談所における宿直勤務時間の変更に伴

い、宿日直手当の額を改定等すること。（別表第１及び別表第２関係） 

 

第３ 施行期日（附則関係） 

   令和６年４月１日から施行すること。 
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 宿日直手当に関する規則の一部を改正する規則をここに する。 

  令和６年 月 日 

岩手県人事委員会       

委員長 渡 辺 正 和  

岩手県人事委員会規則第 号 

   宿日直手当に関する規則の一部を改正する規則 

 宿日直手当に関する規則（ 和 年岩手県人事委員会規則第 号）の一部を のように改正する。 

改正  改正  

別表第１（第３ 関係） 別表第１（第３ 関係） 

 宿日直勤務の  

 

職員の  

の宿

日直勤務 

時間

の宿日

直勤務 

  宿日直勤務の  

 

職員の  

の宿

日直勤務 

時間

の宿日

直勤務 

 

            

 第２ 第１ 第 福祉総合相談セン     第２ 第１ 第 号に 当する職員    

 号に 当する

職員 

ター 児童相談

所に勤務する職員 

     
  

 

  の職員         

            

別表第２（第３ 関係） 別表第２（第３ 関係） 

 職員の  手当額   職員の  手当額  

          

 第２ 第１ 第 福祉総合相談セン    第２ 第１ 第 号に 当する職員   

 号に 当する

職員 

ター 児童相談

所に勤務する職員 

    
 

 

  の職員       

          

  

 改正部 、 の部 である。 

   附 則 

 この規則 、令和６年４月１日から施行する。 
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